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工業用水道事業法（昭和33年、法律第84号）において
「工業」とは、製造業、電気供給業、ガス供給業及び熱
供給業を指し、これらの工業の用に供する水（水力発電
用、飲用を除く）のことを「工業用水」といいます。
「工業用水道」は、導管により工業用水を供給する施設
をいい、一般の需要に応じ工業用水道により工業用水を
供給する事業を「工業用水道事業」といいます。
なお、川崎市は昭和12年に給水を開始した日本最初の
公営工業用水道事業です。

工業用水道事業の定義
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主な配水地区（配水先の多くは臨海部）現状１

配水地区別分布
契約会社
58社78工場
515,470ｍ3/日

100%

①県営埋立

地区

13社22工場

169,130ｍ3/日

32.8%

②市営埋立

地区

10社14工場

58,940ｍ3/日

11.4％

③水江・桜本

地区

7社11工場

123,080ｍ3/日

23.9％

④扇町・渡田

地区

14社16工場

98,200ｍ3/日

19.0%

⑤大師地区

4社4工場

36,590ｍ3/日

7.1%

⑥幸地区

3社4工場

13,150ｍ3/日

2.6%

⑦西北地区

6社6工場

15,840ｍ3/日

3.1%

⑧その他

1社1工場

540m3/日

0.1%

主な配水地区
①県営埋立地区
②市営埋立地区
③水江・桜本地区
④扇町・渡田地区
⑤大師地区
⑥幸地区
⑦西北地区
⑧その他
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契約水量上位５社現状２

A社

B社

C社D社
E社

他53社

36％

契約水量上位5社の全体割合

上位5社
64％58社78工場

515,470m3/日
100%
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現状３ 現状の料金制度

工業用水道事業は、利用者との契約水量を前提として、施設規模を決定
して施設の建設を行っているため、建設投下資金を含めて事業運営に必
要な経費を料金で回収する必要がある。
この理由から「責任消費水量制」を採用し、利用者が実際に使用した実給
水量だけでなく、契約水量に基づいた基本料金を回収している。

料金体系
２部料金制

契約水量に基づく基本料金 34.4円/m3

使用水量に基づく使用料金  2.3円/m3

契約水量を超える使用料金 60.3円/m3

責任消費水量制

以下の３つの場合を除き、給水廃止（減量）は認めない
１．他都市へ全面移転、又は倒産等により廃業する場合
２．他社の新規の需給契約、又は増量契約がある場合
３．管理者が特に必要と認める場合
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現状４

令和5年度以降、
累積資金残額は減少傾向

財政収支見通し（現状の施設規模52万ｍ3/日で検討）



工業用水道事業の
抱える課題
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課題１ 主要施設の老朽化

主な配水地区
①県営埋立地区
②市営埋立地区
③水江・桜本地区
④扇町・渡田地区
⑤大師地区
⑥幸地区
⑦西北地区
⑧その他

2号送水管
59年経過

平間配水所
7年経過

●管路及び浄水場の老朽化が進み、
今後主要施設の更新を迎える。
●施設の更新に当たっては、今後の水需要を
踏まえた上で実施する必要がある。

長沢浄水場
67年経過

3号送水管
54年経過

１号送水管
67年経過

稲田取水所
57年経過

生田浄水場
10年経過

菅さく井群
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会社数

１日最大配水量(ｍ3/日)

契約水量(ｍ3/日)

施設規模(ｍ3/日)

●産業構造の変化や利用者の事業撤退を受けて、
将来の水需要は減少見込み。
●水需要が減少すると、現状の施設規模が
過大になるなどの影響を与える。

課題２ 水需要の減少

減少
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会社数

１日最大配水量(ｍ3/日)

契約水量(ｍ3/日)

施設規模(ｍ3/日)

乖離

●契約水量と１日最大配水量（使用水量）に
乖離がある。

●乖離が大きい利用者は、使用実態以上に
料金の負担をすることになる。

課題３ 契約水量の乖離



工業用水道事業の
課題に対する取組
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３つの方向性

●老朽化した施設の更新を行うため、効率的・効果的な
施設更新計画案を策定。

[方向性１]
需要動向
の把握

[方向性２]
最適な
施設規模

[方向性３]
持続的
経営基盤

●今後の需要動向などを把握するため、
水需要調査等を実施。

●持続的な経営基盤を確保するため、中長期的な
財政シミュレーションを踏まえ、今後の料金制度の
あり方等の検討を実施。



方向性１ 水需要の減少
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施設規模を決定する上で今後の水需要の動向が重要な指標となることから、
説明会を開催し調査を実施する。

１次調査

将来の水需要
動向を把握する
ためｱﾝｹｰﾄ実施

R2.12/17

２次調査

分析・検討の
結果を踏まえ、
改めてｱﾝｹｰﾄ実施

R3.7/20

検討実施

１次調査結果
の分析と、
今後の施設
規模等を検討

再検討
実施

２次調査結果を
基に、今後の施
設規模等を検討

R3年度中

方向性１ 需要動向の把握
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１次調査の結果から、５年後の全体の水需要動向が約39万ｍ3/日であることが把
握できた。しかし、将来の水需要動向の見通しに関する質問については、5年後の予測
が不可能な利用者が39％、10年後の予測が不可能な利用者が25％と、10年程度
の将来見通しであっても予測が難しいことが推察された。
２次調査では、こうした1次調査の結果を踏まえ、改めて施設規模に関する調査を実
施した。

予測可能
26%

5年後
予測不能
39%

10年後
予測不能
25%

20年後
予測不能
5%

30年後
予測不能
5%

１次調査結果の分析状況
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２次調査の結果から、５年後の全体の水需要動向が約39万ｍ3/日であることが再
確認できた。また 「5年後の契約水量見通しに基づき、施設規模を決定してよいか」と
の問いに対して、75％の利用者から決定してもよいと回答を得た。
なお、75％の利用者の現在の契約水量は全体の89%を占めている。

２次調査結果の考察

決定してもよい, 

75%

決定するべきではない, 
18%

記載なし, 
7%

利用者数割合

決定してもよい, 

458,230 

32,940 
22,740 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

現契約水量割合

89%

(ｍ3/日)
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水需要調査
結果反映

施設規模
52万m3/日

老朽化した施設の
更新に合わせて検討

方向性１ 水需要の減少方向性２ 最適な施設規模

［現状］

利
用
者

臨
海
部

平間
配水所

生田
浄水場

長沢
浄水場

最
適
な
施
設
規
模
等
を
目
的
と
し
た

施
設
更
新
計
画
案
を
策
定

安定給水に
必要な配置

持続可能な
更新計画
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２次調査では、 「責任消費水量制の見直しの方法」についての問いに対して、
59％の利用者が「負担金制度の導入」など、何らかの制度の見直しを望んでいることが
把握できた。
一方で、責任消費水量制の見直しは、利用者の動向によって急激な減収による経営
悪化を招く可能性がある。

２次調査結果の考察

負担金制度の導入が

望ましい
31%

責任消費水量制に期限を

設けることが望ましい
29%

現在の責任消費水量制

の継続が望ましい
22%

その他
19%

見直し要望
59％

負担金制度とは
契約水量の減量を希望する
利用者の減量を認める代わりに、
他の利用者の負担の増加を
抑える目的で、減量分に応じた
金額を負担してもらう制度。
他事業体での採用例あり。
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料金制度の
あり方等を検討する

方向性１ 水需要の減少方向性３ 持続的経営基盤

安定的な
財源確保

工業用水道料金制度［現状］
持
続
可
能
な
経
営
基
盤
を
目
指
し

料
金
制
度
の
見
直
し
案
を
策
定

受益者負担
の原則

●料金体系

●契約水量の考え方

他事業体の
制度との比較

２部料金制

責任消費水量制



方向性１ 水需要の減少全体スケジュール
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１次及び２次調査結果を踏まえ、今後の施設規模や料金制度等について、
川崎市上下水道事業経営審議委員会を通じて方向性を検討していく。

2020年度
（R2）

2021年度
（R3）

2022年度
（R4）

2023年度以降
（R5以降）

施設更新に
関する事項

料金制度に
関する事項

工業用水道利用者
説明会 １次調査

12/17 実施･集計

２次調査

7/20 実施･集計

施設規模の

方向性を決定

料金制度等に関する
調査結果を踏まえた検討

水需要等に関する
調査結果を踏まえた検討

需要動向等に応じた
施設更新計画の
検討と策定

調査結果及び
施設更新計画を反映した
料金制度等の見直し案策定

新
た
な
料
金
制
度
等
の
あ
り
方
の
決
定


